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横浜市救急医療センター（以下、「センター」という。）の指定管理者が行う業務の内容及びそ

の範囲等は条例、条例施行規則で定めるほかはこの業務の基準によることとする。 

 

１ 管理運営の基本方針 

    センターの設置目的は、「急病患者に対し診療等を行う」（条例第１条）こととしている。 

指定管理業務の実施にあたっては、救急医療の公共性と重要性を十分に認識し、市内医療関係

機関と連携、協調のもとに初期救急医療における夜間の応急的な診療等を行う施設として、効率

的かつ創意工夫に基づいた取組を行い、市全体の医療の質の向上に努めるものとする。 

 

２ 夜間急病センターに関すること 
（１）診療時間 

毎日２０時から２４時までとする。 

（２）診療科 

   内科、小児科、眼科、耳鼻いんこう科を常設で設置する。 

（３）診療業務 

夜間における急病に対する応急的な診療を行う医療機関として、原則として急病患者の診療

を対象とし、診察、検査、画像診断、投薬、指導を行う。 

ア 医師業務 

（ア）入院診療が必要と認められる場合には、二次応需病院等へ転送させる。 

（イ）夜間初期救急診療の役割を考慮し、科目外の患者の診療にもできるだけ対応し、専門的

な診療が必要な場合は、その旨を指示する。 

（ウ）患者には、必要に応じて翌日以降速やかに、かかりつけ医または適切な医療機関に診療

を受けるように指導する。 

（エ）診療にあたっては、特定の医療機関の利益になるような言動は行ってはならない。 

（オ）投薬が必要な場合は、かかりつけ医またはその他適切な医療機関を受診するまでに必要 

な最低限の期間の投薬を原則とする。 

イ 薬剤師業務 

（ア）調剤業務 
（イ）窓口における服薬指導 
（ウ）その他関連業務 

ウ 臨床検査技師 

（ア）臨床検査業務（尿検査・便検査・血液検査・生化学検査等） 
（イ）その他関連業務 

エ 放射線技師業務 

（ア）エックス線検査業務 
（イ）その他関連業務 

オ 看護業務 

（ア）問診・看護業務 
（イ）診療補助業務 
（ウ）救急搬送連絡業務 

カ 受付・医療事務 

（ア）医事等受付・案内業務 
・電話応対、患者応対 
・受付、患者表等への記入指示・指導 
・患者への案内、説明、誘導 
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・保険証の確認 
・データ入力 
・カルテ作成、準備、運搬 
・処方箋の運搬 

（イ）医事等連携業務 

・レントゲン撮影データ等の管理  

・カルテ管理、保管 

・伝票・帳票の作成、整理、保管  

・検査、診療などの予約管理 

・診断書等の整備  

（ウ）医事等会計業務 

・会計 

・診療報酬請求 

・レセプト作成 

・端末処理 

・金銭収納 

・再審査請求 

・保険点数改定に伴う関連事務 

（エ）その他関連業務 

 

（４）人員配置 

 

職種  配置の考え方  

医  師  標榜診療科を専門とする医師をそれぞれ配置すること。  

看  護 師  診療ブースごとに1名以上、及び全体を統括する看護師を1名配置する  

こと。  

その他の  

医療従事者  

臨床検査、放射線撮影、調剤業務については、実績に応じて、円滑に  

業務を遂行できるよう、有資格者を配置すること。  

事  務  患者実績等に応じて必要な人員を配置すること。  

【参考】現行の人員配置（令和６年度） 
  平日 土曜日 日・祝日 二連休 三・四連休 年末年始 

医
師 

内 科 2 2 2 2 2 3 

小 児 科 1 2 2 2 2 2 

眼 科 1 1 1 1 1 1 

耳鼻咽喉科 1 1 1 2 2 2 

小 計 5 6 6 7 7 8 

薬 剤 師 2 3 3 4 5 6 

検 査 技 師 1 1 1 1 1 1 

放 射 線 技 師 1 1 1 1 1 1 

看 護 師 5 (7) 7 (9) 7 (9) 8 (10) 9 (11) 9 (11) 

事 務 員 4 (5) 5 (6) 5 (6) 6 (7) 6 (7) 6 (7) 

  ※看護師・事務員の（ ）内は、常勤職員を含めた人数 

 
（５）主な諸室 

   ①薬局、②受付、③診察室（７室）、④処置室（２室）、⑤検査室、⑥中央材料室 
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⑦Ｘ線撮影室、⑧医局、⑨その他 

 

３ 建物及び設備の維持保全及び管理に関すること 
（１）建物全体（横浜市健康福祉総合センター）の管理 

センターが設置されている横浜市健康福祉総合センターは横浜市社会福祉センター等が併

設されており、建物・設備の保守管理、警備、清掃等については、建物として一体的な管理を

行っている。 

令和６年度時点では、建物全体の管理については、横浜市社会福祉センターの指定管理者で

ある横浜市社会福祉協議会、横浜市学校保健会及び横浜高齢者健康福祉財団、横浜市医師会の

四者が、建物・設備保守等に係る経費の負担割合について覚書を取り交わしている。指定管理

者は、この覚書の負担割合に則って経費を負担することとする。 

併せて、覚書に記載された建物の管理運営に関する事務（令和６年度時点では、入居団体共

用の建物及び設備保守に伴い発生する委託業務についての庶務）を行うこと。 

 

（２）施設保守管理業務 

指定管理者は、本施設を適切に管理運営するために、別に横浜市が定める方式に則り、施設

の各種点検（関係法令に則った法令点検、機能維持点検並びに巡回及び確認等）を実施し、良

好な状態を維持するとともに、美観を維持すること。 

また、施設を安全かつ安心して利用できるよう、施設の予防保全に努めるとともに、施設の

破損又は汚損が発生した場合には、必要に応じて速やかに横浜市に報告するとともに協議のう

え必要な措置を講じること。 

また、建築局が実施する劣化調査や二次点検等に伴い、建築局が指摘する優先的に行うべき

修繕等については、横浜市と指定管理者が協議し速やかに対応を行うこと。 

 

（３）設備機器管理業務 

指定管理者は、施設の設備の機能を維持するとともに、施設利用者が快適に施設を利用でき

る良質な環境を提供すること。 

また、施設が保有する医療機器及び測定機器等の正常な機能を維持し、かつ良好な状態で稼

働させるために定期的に保守点検を行うこと。 

ア 計画立案業務 

設備管理業務を効率的かつ的確に実施するため、管理対象設備について計画を立案するこ

と。 

イ 報告・連絡・調整業務 

設備管理業務の実施に当たって、報告、連絡、調整等を行うこと。 

ウ 設備保全業務 

設備機器に対して、定期的な手入れ、清掃を行い、美観維持に努めること。また、設備機

器等に異常を発見し、応急処置や修理が必要なときは、必要な知識・経験・技能を修得した

設備員に処置させること。 

エ 日常点検業務 

各設備の日常の機器運転管理、点検、整備を行い、適切に記録を残すこと。 

オ 立会い業務 

各種法令等に基づいて行われる官公庁立ち入り検査に立ち会い、検査官から指摘される事

項について処理を行うとともに、検査官からの質問、指摘等に対し的確な応答を行うこと。 
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（４）清掃業務 

指定管理者は、センターについて、良好な環境衛生、美観の維持に心がけ、施設としての安

全かつ快適な空間を保つために、関係法令等に従い、清掃業務を実施すること。清掃を実施す

る際には、できる限り利用者の妨げにならないように配慮すること。 

ア 日常清掃 

指定管理者は、施設において日常的な清掃を行い、施設、備品、器具等が常に清潔な状態

に保たれるようにすること。清掃回数等の条件は、指定管理者が利用頻度に応じて、適切に

設定すること。特に便所等の水周りについては、衛生等について留意すること。また、消耗

品は常に補充された状態にすること。 

イ 定期清掃 

指定管理者は、日常清掃では実施しにくい清掃等を確実に行うため、必要に応じて定期清

掃を実施すること。 

 
（５）備品管理、建物・設備等の損傷及び修繕業務 

指定管理者は、センターに備え付けの備品の管理を行うこと。また、その他、必要とされる

備品の調達・更新・修繕、また建物・設備の修繕等については、原則として年間合計600万円

の範囲内において指定管理者の負担とすること。なお、合計金額が600万円を超えた部分の取

扱いについては、横浜市と指定管理者の協議により定める。 

 

（６）保安警備業務 

ア 保安警備 

指定管理者は、本施設の防犯、防火及び防災に万全を期し、機械警備等を用いて、利用者

が安心して利用できる環境の確保のために保安警備業務を行うこと。業務に当たっては、建

物の使用目的、使用内容等を充分に把握するとともに、関係法令等を遵守すること。 

イ 緊急時の対応 

指定管理者は、災害等緊急時の利用者の避難、誘導、安全確保等の的確に対応することと

もに、災害等の緊急事態が発生した場合には、ただちに横浜市にその旨を報告すること。 

また、災害時等に横浜市が本施設を使用する必要があるときは、横浜市の指示に従うこと。 

 

（７）環境衛生管理業務 

指定管理者は、施設利用者が快適に施設を利用できる良質な環境を提供するため、常に本施

設内の適切な環境衛生の維持に努めること。業務に当たっては、建物の使用目的、使用内容等

を充分に把握するとともに、関係法令等を遵守すること。 

 

（８）廃棄物処理運搬業務 

ア 一般廃棄物及び産業廃棄物の処理運搬に当たっては、各廃棄物処理業の許可を受けた業

者に処理を行わせること。 

イ 医療廃棄物の処理運搬に当たっては、感染性廃棄物の特別管理産業廃棄物運搬業及び処

分業の許可を受けた業者に処理を行わせること。 

ウ 横浜市健康福祉総合センターとして「市役所ごみゼロルート回収」（本市事務所・事業

所・施設の廃棄物処理委託の一部を資源循環局がまとめて契約するシステム）に参加して

おり、引き続きこの回収に参加し、ごみの分別及び資源化に協力すること。 

 
（９）駐車場管理運営業務 

指定管理者は、駐車場について適切な管理を行うとともに、利用者に対する適切な誘導を行
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うこと。 

 
（10）改修・内装工事 

指定管理者は、自らの負担で、施設の改修・内装工事を行うことができる。ただし、工事前

にその内容について横浜市の承認を得ること。また、指定管理終了時に、指定管理者の負担に

より原状に復することを原則とする。 

 

４ 管理運営業務に関すること 
（１）管理体制 

ア センター長の配置 

 センター業務全体を統括管理する責任者として、センター長を配置すること。（センター

長が医師でない場合は、医療法の診療所の管理者たる常勤の医師を１人配置すること。） 

イ 留意事項 

センターの運営に係る責任を明らかにし、センター長を補佐する責任体制を構築した人員

を配置すること。 

また、初期救急医療が適切に提供されるよう、センター従事者に対して研修を実施するこ

と。 

 
（２）事業計画書及び収支予算書の作成 

年間の事業計画書及び収支予算書を、横浜市が指定する期日までに作成し、横浜市に提出す

ること。事業計画書は、提案書の内容と整合性を取ること。 

 

（３）事業報告書の作成 

指定管理者は、事業報告書について、横浜市が指定する期日までに作成し、提出すること。 

事業報告書の種類及び記載する内容は次のとおりとし、書式は、横浜市と協議の上、定める

こと。 

また、横浜市からセンターの管理運営に関する調査・報告を求められた場合は、必要な報告

書等を提出すること。 
 
①月次事業報告書 
 利用実績（夜間急病センター患者数、各種収支実績等） 
②四半期事業報告書 
 利用実績（夜間急病センター患者数、各種収支実績等） 
  管理業務の実施状況 
  利用状況分析報告等 
  自己評価［下記（４）参照］ 
③年間事業報告書 

 利用実績（夜間急病センター患者数、各種収支実績等） 

 管理業務の実施状況 

 利用状況分析報告等 

 収支決算書等 

 自己評価［下記（４）参照］ 

 
（４）自己点検・評価 

指定管理者は、以下の手法を用いて、利用者等の意見や要望を把握し、運営に反映させるよ

う努め、結果について横浜市に報告すること。 
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ア モニタリングの実施 

指定管理者は、利用者の意見や要望等を聴取し、利用者モニタリングを実施すること。ま

た、利用者から聴取する意見や要望等の項目は、横浜市と協議して定めること。 

イ 施設の管理運営に対する自己評価 

指定管理者は、利用者モニタリングにより得られた結果をもとに、定期的に施設の管理運

営に対する自己評価を行い、その結果を事業報告書にまとめ横浜市へ提出すること。 

 
（５）横浜市が実施する業務への協力 

指定管理者は、必要な範囲において横浜市が実施する業務に協力すること。 

 

（６）横浜市等関係機関との連絡調整 

指定管理者は次の関係会議に出席すること。 

① 横浜市救急医療センター定例会（原則、２か月に１回） 

② 横浜市健康福祉総合センターの管理運営のため、入居団体・施設が開催する会合（随時） 

③ その他、横浜市又は関係機関との連絡調整に関する会合で、横浜市から出席の要請があ

ったもの。 

 

（７）自主事業 

指定管理者は、上記の事業に支障をきたさない範囲で、横浜市救急医療センターの基本方針

に沿ったかたちで、自主的な企画・運営による自主事業を行うことができる。 

 

（８）ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の導入 

指定管理者は、指定管理者の負担（指定管理料）においてＡＥＤ（自動体外式除細動器）を

導入し、適切な管理及び職員への十分な操作研修を行うこと。 

 

（９）委託業務について 

指定管理者は、業務の一部について、委託する業務の内容、委託契約の締結方式及び相手方

等に関してあらかじめ横浜市と文書により協議し、承認を得た上で、第三者に委託することが

できる。 

また、指定管理者が指定管理業務の一部を第三者に実施させることとなる場合は、すべて指

定管理者の責任及び費用において行うこととし、当該業務に関して指定管理者が使用する第三

者の責めに帰すべき事由により生じた増加費用及び損害は、すべて指定管理者が負担するもの

とする。 

 

５ その他 

その他の業務については、指定管理者と協議の上決定します。 


